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【登記所備付地図の整備の概要】

登記所備付地図の整備

筆界特定制度

【登記所備付地図とは】
登記所には，土地の位置や形状，筆界（土地と土地の間の境界線）を

明確にするため，精度の高い測量の成果に基づき作成された地図を備え
付けるものとされており，この地図を，登記所備付地図といいます。
なお，登記所備付地図のない地域においては，地図に準ずる図面（い

わゆる「公図」）が備え付けられています。

　公図とは，土地の形状や地番が書か
れているものの，精度が高いとはいえ
ない図面の俗称であり，その多くは明
治時代の地租改正により作成された図
面（旧土地台帳附属地図）です。

公図とは

【地図を作るメリット】
○都市の再開発が進み，大規模商業施設等が増えて，経済活動が活発になります。
○大規模災害が起こった場合であっても，土地の買収が容易になり，復旧・復興事業を迅速に行うことができます。
○隣地との境界が明確になるため，隣人との境界争いが起きる心配がありません。

【概　要】
筆界特定制度とは，土地の筆界をめぐる紛争の予防・早期解

決に資するため，筆界特定登記官が現地における筆界の位置を
判断する制度です。

【制度の特色】
○裁判より簡易迅速に筆界を特定
○土地家屋調査士等の専門家の関与による中立・公正な判断
○関係人に対する意見陳述の機会の付与による手続保障の充実
○資料収集・調査を法務局が行い，申請人の負担を軽減

公　図

登記所備付地図

全国の人口集中地域を対象（10か年，合計 200㎢）

１　登記所備付地図作成作業（平成 27 年度～平成 36 年度）

東日本大震災の被災地を対象（宮城県、福島県及び岩手県）
（６か年，合計 18㎢）

３　震災復興型登記所備付地図作成作業（平成 27 年度～平成 32 年度）

地図の整備が特に困難な大都市や地方の拠点都市を対象と
した地図作成作業（10か年，合計 30㎢）
（具体例）
○�2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会関連
施設整備予定地域周辺で実施

○�大規模商業・産業施設整備予定地域周辺で実施
○�リニア中央新幹線等の公共インフラの経済的効果の高い施
設等の整備予定地域周辺で実施

２　大都市型登記所備付地図作成作業（平成 27 年度～平成 36 年度）


